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○

使
用
済
自
動
車
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
五
十
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
標
識
の
掲
示
等
）

（
標
識
の
掲
示
）

第
五
十
条

引
取
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業

第
五
十
条

引
取
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業

所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は
名
称
、
登
録
番
号
そ
の

所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は
名
称
、
登
録
番
号
そ
の

他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
そ

他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
事
業
の
規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

い
。

を
除
き
、
当
該
事
項
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（

公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に

応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
公
衆
の
閲
覧
に

供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
の
掲
示
等
）

（
標
識
の
掲
示
）

第
六
十
五
条

解
体
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事

第
六
十
五
条

解
体
業
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事

業
所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
主
務

業
所
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
、
氏
名
又
は
名
称
そ
の
他
の
主
務

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
事
業
の

省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
標
識
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

規
模
が
著
し
く
小
さ
い
場
合
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、

当
該
事
項
を
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
に
よ
り
公
衆

の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
四
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の

第
百
四
十
三
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
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過
料
に
処
す
る
。

過
料
に
処
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

第
五
十
条
（
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

二

第
五
十
条
（
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

第
六
十
五
条
（
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

第
六
十
五
条
（
第
七
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
違
反
し
た
者

定
に
よ
る
標
識
を
掲
げ
な
い
者


